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セ
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テ
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ベ
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質
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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
牧
義
夫
君
提
出
エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
等
を
扱
う
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
レ
ベ
ル
４
施
設
の
指
定
及
び
移
転
先
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
必
要
性
」
に
つ
い
て
は
、
関
係
府
省
庁
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
感
染
症
に
係
る

研
究
の
専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
感
染
症
研
究
拠
点
の
形
成
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
が
平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日
に

取
り
ま
と
め
た
「
高
度
安
全
実
験
施
設
（
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
）
を
中
核
と
し
た
感
染
症
研
究
拠
点
の
形
成
に
つ
い
て
」
（
以
下

「
取
り
ま
と
め
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
人
の
往
来
が
盛
ん
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
、
感
染
症
は
、
限
定

的
な
地
域
で
の
流
行
に
留
ま
ら
ず
、
国
内
で
の
ま
ん
延
、
さ
ら
に
は
国
境
を
越
え
て
国
際
社
会
全
体
へ
の
感
染
拡
大
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世
界
各
地
に
お
け
る
森
林
開
発
、
気
候
変
動
等
に
よ
り
、
動
物
等
を
媒
介
し
た
感
染
症
へ
の
感
染
リ

ス
ク
も
増
大
し
て
い
る
」
及
び
「
国
内
に
お
け
る
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
を
活
用
し
た
基
礎
研
究
及
び
人
材
育
成
の
必
要
性
が
我
が

国
の
研
究
者
の
間
で
認
識
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
関
係
地
方
公
共
団
体
及
び
感
染
症
等
に
係

る
研
究
等
の
専
門
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
国
立
感
染
症
研
究
所
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
今
後
に
関
す
る
検
討
会
」
が
令
和
二
年

十
二
月
十
一
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
国
立
感
染
症
研
究
所
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
今
後
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
（
以
下



 

２ 

 

「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
世
界
に
お
け
る
人
、
モ
ノ
の
往
来
が
活
発
と
な
っ
た
現
在
、
一
種
病
原
体
の
国
内

へ
の
侵
入
と
、
こ
れ
に
よ
る
感
染
症
は
い
つ
で
も
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
ま
た
、
バ
イ
オ
テ
ロ
病
原
体
と
し
て
一
種
病

原
体
が
使
用
さ
れ
る
危
険
性
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
は
、
（
一
）
感
染
症
発
生
時
の
検
査

診
断
に
よ
る
健
康
危
機
管
理
へ
の
対
応
（
検
査
法
の
開
発
、
疑
い
患
者
の
検
査
実
施
、
確
定
患
者
の
随
時
検
査
、
接
触
者
等

に
対
す
る
病
原
体
疫
学
調
査
、
患
者
の
退
院
の
可
否
に
係
わ
る
検
査
等
）
、
（
二
）
感
染
症
対
策
に
必
要
な
病
原
体
等
に
関

す
る
科
学
情
報
を
実
験
等
に
よ
り
収
集
分
析
（
基
礎
研
究
）
、
（
三
）
感
染
症
の
診
断
、
治
療
、
予
防
に
係
わ
る
具
体
的
な

技
術
の
研
究
開
発
（
応
用
研
究
）
（
中
略
）
の
目
的
か
ら
設
置
は
必
須
で
あ
る
」
及
び
「
新
た
な
病
原
体
の
検
査
診
断
法
の

開
発
や
精
度
の
向
上
等
検
査
診
断
に
関
連
す
る
研
究
、
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
法
の
開
発
な
ど
の
基
盤
・
応
用
研
究
が
可
能
で
あ

る
規
模
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
も
同
様
に
考
え
て

い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
検
討
の
内
容
や
具
体
的
な
候
補
地
」
に
つ
い
て
は
、
「
公
開
」
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
議
論
や
検
討
に
支
障

を
来
す
お
そ
れ
な
ど
が
あ
り
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第



 

３ 

 

五
条
第
五
号
に
掲
げ
る
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現
時
点
で
「
公
開
」
す
る
こ
と
は
差
し
控
え

た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
指
定
や
移
転
」
に
当
た
っ
て
は
、
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
、
「
立
地
に
つ
い
て
は
、
世
界
最
高
水
準
の
安
全

性
の
確
保
を
目
指
し
た
施
設
の
管
理
運
営
を
円
滑
に
行
う
と
と
も
に
、
大
学
等
の
研
究
機
関
や
感
染
症
指
定
医
療
機
関
が
近

く
に
存
在
す
る
こ
と
、
安
定
的
な
イ
ン
フ
ラ
が
存
在
す
る
こ
と
、
及
び
警
察
・
消
防
と
の
連
携
を
含
め
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
サ

ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
ま
た
、
報
告
書
に
お
い
て
は
、
「
厚
生
労

働
本
省
と
近
距
離
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
、
「
特
定
感
染
症
病
床
を
有
し
、
一
類
感
染
症
（
感
染
症
法
第
六
条
第
二

項
）
を
診
療
す
る
機
会
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
と
病
原
体
の
確
定
診
断
を
行
う
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４

施
設
と
の
距
離
が
現
行
よ
り
も
遠
距
離
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
等
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
踏
ま

え
、
政
府
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
市
街
地
か
ら
相
当
の
距
離
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
」
か
否
か
に
つ
い
て
は
慎

重
に
検
討
す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
指
定
や
移
転
」
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
「
病
原
体
流

出
の
お
そ
れ
や
地
域
住
民
の
不
安
解
消
の
観
点
」
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
、
「
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
に
お
い



 

４ 

 

て
は
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
指
針
及
び
主
要
国
の
規
則
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
感
染
症
法
等
に
基
づ
き
、
万
全
の
安
全
対
策
を
講
じ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
、
「
国
際
的
に
脅
威
と
な
る
感
染
症
対
策
の
強
化
の
た
め
の
国
際
連
携
等
に
関
す
る
基

本
戦
略
」
（
令
和
五
年
四
月
七
日
国
際
的
に
脅
威
と
な
る
感
染
症
対
策
の
強
化
の
た
め
の
国
際
連
携
等
関
係
閣
僚
会
議
）
に

お
い
て
、
「
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
に
関
す
る
地
域
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
国
立
感
染
症
研
究
所
が
推
進
し
て
い

る
研
究
活
動
の
積
極
的
な
公
開
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
の
セ
ー
フ
テ
ィ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
報
告
や
村
山
庁
舎

の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
に
加
え
て
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４
施
設
に
係
る
事
業
成
果
等
を
積
極
的
に
発
信
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ
４

施
設
運
営
の
透
明
化
を
図
っ
て
い
く
」
等
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


